
Ⅵ じん臓機能障害 

【障害程度等級表】 

１級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

１ 障害程度の認定について 

⑴ じん臓機能障害の認定は、じん機能を基本とし、日常生活の制限の程度、またはじん不全に

基づく臨床症状、治療の状況によって行います。 

⑵ eGFR（推定糸球体濾過量）が記載されていれば、血清クレアチニン濃度の異常に替えて、eGFR

（単位は㎖/分/1.73 ㎡）が 10 以上 20 未満のときは４級相当の異常、10 未満のときは３級相

当の異常と取り扱うことも可能とします。 

⑶ 慢性透析療法を実施している場合は、透析療法の実施直前の状態で認定するため、検査値等

がそのような状態で得られたものである必要があります。 

⑷ じん機能検査、臨床症状と日常生活の制限程度との間に極端な不均衡が認められる場合には、

慎重に取扱います。

【認定基準】 

２ 留意事項 

⑴ じん移植を行ったものは、抗免疫療法の継続を要する期間は、1級として認定します。 

⑵ すでに透析療法が実施されている場合、転院した場合であっても、前医に確認するなどして、

透析療法開始直前の検査所見により認定することが必要です。 

内因性クレアチニ
ンクリアランス値

血清クレアチニン
濃度

eGFR
（推定糸球体濾過量）

   単位

級
ml/分/1.73㎡ ml/分 mg/dl

１級  10未満  8.0以上 -

（ア） 自己の身辺の日常生活活動が著し
     く制限されるもの
 又は、
（イ） 血液浄化を目的とした治療を必要
     とするもの若しくは極めて近い将来
     に治療が必要になるもの

３級  10以上20未満  5.0以上8.0未満  10未満

（ア） 家庭内での極めて温和な日常生活
     活動には支障はないが、それ以上の
     活動は著しく制限されるもの
 又は、

（イ）じん不全に基づく臨床症状
※
のう

     ち、いずれか２つ以上の所見がある
     もの

４級  20以上30未満  3.0以上5.0未満  10以上20未満

（ア） 家庭内での普通の日常生活活動若
     しくは社会での極めて温和な日常生
     活活動には支障はないが、それ以上
     の活動は著しく制限されるもの
 又は、

（イ） じん不全に基づく臨床症状
※
のう

     ち、いずれか２つ以上の所見がある
     もの

じん機能検査（いずれか低値）

「活動能力の程度」

「じん不全に基づく臨床症状」
※

※　じん不全に基づく臨床症状
　　ア　じん不全に基づく末梢神経症　　　　　　　カ　じん性貧血
　　イ　じん不全に基づく消化器症状　　　　　　　キ　代謝性アシドーシス
　　ウ　水分電解質異常　　　　　　　　　　　　　ク　重篤な高血圧症
　　エ　じん不全に基づく精神異常　　　　　　　　ケ　じん疾患に直接関連するその他の症状
　　オ　エックス線写真所見における骨異栄養症



やむを得ず透析療法開始前の検査所見が得られない場合は、次回透析日の透析実施直前の検

査所見を用います。 

⑶ 透析療法の実施のみをもって、障害認定することは適当ではありません。 


